
特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名札幌地方検察庁年11月令和 日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名札幌地方検察庁

令和元年11月11日分

番号’ 罪名 刑の内容

■■■

願書受理日氏名

｜ ■■■■1

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名旭川地方検察庁
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙 3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名旭川地方検察庁
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【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

本表該当なし
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名青森地方検察庁
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
卓 ←妾一 グ ー‐一一÷～≠ニグーー丘凸ダークF一～～一一ザ一声要ダナ～伊一一ヂダ一一

当期受理|前期未済 ’ 合計
処理

一ケ－－－－－－－デー

当期上申｜ その他
一一一一芦.－－～～･一一一～．

I 合計
未済

件数

Fマー寺 』 ～~PP Lユヴヂ －

一

’

１
１

’
0

子〃夕. ～ぜ～

登載事項なし
4

1

’

、

0

’

’

F 岳PF 4

Ｉ
咳
ｉ
ｌ
Ｔ
Ｂ
９
革
〃

ｆ
６
４
１
℃
々
１
６
ｐ
６
ｚ
ｑ

８
６
Ⅱ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｂ
０
Ｈ
Ｂ
■
ｌ
■
Ｇ
ｒ
０
ｏ
Ｉ
Ｐ
Ｉ
３
０
０
男
５
８
４
０
８
■
Ｈ
Ｂ
Ｔ

■争 庁 ■ 』 ■r■竿

０
－
０

０
吋
０

一一 三』 ＝ヤタョヱ一

0
－

0

０
－
０

至言”③～グ タ ヱヘF

ｑ
０
？
す
１
．
ｆ
６
△
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
ｕ
６
台
今
Ｂ
ｆ
Ｊ
６
Ｂ
９
６
１
０
可
日
凸
Ｉ
Ｕ

０
－
０

ナr少ケタ一声ワクョ ヶ声FP～夕〆～一一ヶ～”今ゲザーーーーb-‐デー ｴダﾀ～～ 一一~F一一斧や少～F一ターグごFP今ｩ"F－

Ｏ
－
Ｏ

Ｏ
一
０

0
１
１ 0 0 0 0 0 0



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名青森地方検察庁
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A 分年11月 目

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名盛岡地方検察庁令和元年n月10日発
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 1，1月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙 3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ；罪名別受理状況）

庁名盛岡地方検察庁
←ﾏ 司 . 幸ジザザ戸詳 ● ~■ ﾒ ﾏｺ 七色P ◇

令和元年11月lQ日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名仙台高等検察庁令和元年11月11日受
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名仙台高等検察庁
ー へ＝ゴダョ むむ一

1日分全 ﾛ元年11月1

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指すも

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

－－－
－－－

－－－－～一美
～

－－~－－－=～
、、～～~ー
～
一

~、～



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名秋田地方検察庁令和元年11月11日分
群も寺 一一

－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

I元 四荷
ｰ里一一＝押一酉一ご卓 目幸や一宇一一一二一‐ ▼

－

－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4｢前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名秋田地方検察庁
一一一一~一グーター一一一F一一一一ﾕｰｭP一宇一一一～一一一一～一戸声デー一国一一■”〆～ダダ〃口声＝二～一凸一ヂヂーククーーへ一一一

全 1日分.元年11月

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名東京高等検察庁令和元年11月11日尖
■■■■■■■■幽■■■■■■■■■■一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ヂヴグタ許凸ヴマザーqニュー一二～ ﾛ ﾛ ごコュゴコ■ 五
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９
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一一一一一一一手 一

”五 ■” ”グ ③ ■ ■ P■■ r■ ｡

－

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である｡

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 、となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名東京高等検察庁
一牟一一己ウタクーー一一" r■夕少ダゴダ"＝"”クグーグ エニ ゴ F タ 牟F～ヨググーゴヶ 盃 『 望

A 1月 日安
一

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

1 ■■
l■■■■

■■■■■■ ■■ﾛ■■ ■■■。



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙S

庁名宇都宮地方検察庁令和元年11月 日安
ー

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－

Lｰ
■■

”一一一一 一一一三ニグ ヱ

－E

－

基、 土

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 『前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名宇都宮地方検察庁

譲雪漆~C一一~－－A 分ﾛ元年11月11日

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙S

庁名 前橋地方検察庁令禾ﾛ元年11月 日安
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

年
對
上
件
朝
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総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名 前橋地方検察庁
－－ゴー己 凸一F一再一一一一 ゴ－－－～一ヶ－－－～ 一凸一一

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内筆
？
ｂ
』 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名 静岡地方検察庁令和元年11月11日受
呼子全一一 一一一ナーーー一戸～

－－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－
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～Lご ■
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－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数jと一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

静岡地方検察庁
』 凸 .－,L ママ レ～一一一一～一舎少一三 』 ◇ "わけ"5 ｡｡

庁名
＝

”＝＝＝”ワジF二手■ザコゴーーー

舎詐『

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

1

2

3 該当鬘享項なし

4

5

6



ー

特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名新潟地方検察庁
L丑づふ一一雪一一プュ一一一一一一七一三凸●苧鋪二一一一一や画や●■今一一一、一町へ～~ qL ー寺ザロー一へ一一一一‐÷画一▼
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ー
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- Fマーー△戸ターで一一”～一一国～÷1J 伝

１
１

互-T△÷~七F子 ◇一一一一■ r一一ゴ 今二

－

総計
－

■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
一

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙S

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名新潟地方検察庁
一や～ー～～～一二戸"七" F "÷ず●一■ ご 凸 凸 =観 ﾄ 空ひワクーマー"ウクゲテグ"二一Fテヂー盈吟

一一一ユー一Fー P一二一一 一子一

ﾛ元年11月11日分△

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし

一



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名岐阜地方検察庁
ﾛﾏ÷ﾏー

ロ■ 二目

－－－一－

件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名岐阜地方検察庁
～－一 ターヂーPF－P÷F一一一▲一

〃○卓+ ▲ 〃 bF盲 』 b ごF守凸 ～三一戸一～一一一

金丞ﾛｰ一生一旦一旦公

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる｡）。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 ｸぬ 氏名 刑の 大容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名名古屋高等検察庁
I■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名名古屋高等検察庁
－毛一夕～一一企一一一一一一一一~÷－－一一一一一－一一ﾏ 鎮子F三

令和元年11月11日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名名古屋地方検察庁
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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0件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む｡

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙 3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名名古屋地方検察庁
一G－－－＝ 一一一一一一一一一デョーマー ー－

ﾛ元年11月 日ノ、全

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名京都地方検察庁令和元年11月11日分
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

一一■－－F 朝～－b 三 ■

－

－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間),を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名京都地方検察庁
一－一一一一

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

令和元年11月11日分 庁名 大阪地方検察庁

－

－
－

－－

－

－－－－－－

－

－－－－．～－一一=茸一

－

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~ ﾆ ｰ

－

(参考） 基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数一一Q一件

【記載要領】

1 特別基準恩赦該当事案についてのみ計上するp基準には該当しないが常時恩赦として出願を受
理したものについては， （参考）栂に記載する。

2知繍｝菫鰄雲霧辮職亨舗離鵠鄙蝋､耳瀞誓鴎謡
直近の期間を指すb ､

3 「当期受理」には，職権上申の事霧に着手したものを含む。

4 『前期未済」は,前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝［未済件数」となる。

7 管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

受理
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；
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0 1
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0 1 1 0 0 0 1



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名奈良地方検察庁令和元年11月 日劣
＝ラテーーー一一一一～

－

－ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

》
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▽
Ｏ
ｑ
ｄ
Ｖ
０
Ｉ
。
‐
１
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９
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五 司迅、－ － F ニ マ ー マーr－

舎
可
‐
１
１

－

ﾏ ｰ L 一Fー÷今手苧一幸伝一 一一一』一一テーマ マヶ一一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名奈良地方検察庁

、

一一～全一

一 . "字－～今四国寺子ダゥーハ d . . 口処 夕P クーーーーョ十 望 ~

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の 六
ｊ
Ｊ
〃 享 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名鳥取地方検察庁令和元年11月11日尖
F▲F -1 項少 少ロ一－ず､一一一一～一一一－一一一一卓与一≠一一一一争早一一→一一一一一一一一岸一一一
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０
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０
口
０
’
０

墓、四肩
r 、一一ヂー全 ~ . ~ . ~ﾛ

総計
I■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
一 子 伝一一孟一ナーーー

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名鳥取地方検察庁
一

→ニーーーヂゴグ”ヂーーク声言づ●ヶ r夕 ‐〆"ラマごT君, 少F寸戸争 ◇=命与工

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名広島高等検察庁令和 1月 日ノ、
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

年
對
上
件
朝
市

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

基、 四『
＝=一三ロタニ一十一一÷子会－－ - ㎡－ず

一一守～－－

－
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－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
一色圭ナウザ

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名広島高等検察庁
一一一二ラターーザュ一一一一ケ割

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 1
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，

1月21日を提出期限とする通
を指す。

通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏ノ 召 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名広島地方検察庁令和元年11月11日分
一ユ』一～r司 三 ▲一一”今一

~今…

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

次期上年

予宇件對
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r一言
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－

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
～ー

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 『当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名広島地方検察庁

令和元年11月11日分

番号’ 罪名
1 1

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名山口地方検察庁骨弥「
ﾛ■■■ ,‐－‐ー F－－－－－－－1 ▲二～』ご-空F " 号 ，－－

－

了－

尺期上中

予宇件對
－

ﾆｰｰｰ:

墓． 四『
F ● 守 ▲ ｣ エ マー

うち公選
－

_－L …-－

１
１

&

一

-－

一

－

総計
一

:一

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2「当期j とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数j と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名山口地方検察庁 一

一一三～一一一一

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる｡ ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日
一 ●

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名高松高等検察庁令和元年11月 日安
マー ー一～一一凸宜で守 ら1 ■~ 宇や一F主アーナュ ー■●4=子聞●舍合伊タグ”むタ｡一レタ~凸eFpウー

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

欠期上年

予志件對
－

一

一一一一－－

－

－

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙 3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

高松高等検察庁
延 － 一,. ザ､子壬4ひ け , 領 . ←もT ●､ 些 司 ﾏ P ・空も學局 . ＝ ． ■ r ● F r 段 寺四 ぐ 矛 F

庁名
一一一一一一

ﾛ元年11月10日発全

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは, 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名福岡高等検察庁令和元年11月11日分
÷一－一一"グーュ■ヨーP■－ず▽･ ロァFワ ヴ ータタヂ～●夕●●ゲタ●タターー●一の｡－｡。●●卓～”ゅ曲草～～～

－－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

一一一八

－

p←

－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受､理
ザ一一～ナーーーーーーーヘーーナーグ一F一三～一一F一 一 鈩 エジェザヴ － △ 二 字

当期受理前期未済｜ 合計

処理
～ダヶｰ △ " 三Fママ 〆. デ P告‘ 一夕今 民保ｺ 牛 -甲王司 一宇 ■データ一 墨

当期上申｜ その他 ’
F ■ ← 圭一

合計

未済

件数
〃
■
蚕
▽
■
も
■
＄
ｔ
８
Ｐ
ｔ
Ｐ
ｏ
毛
口
も
４
マ
ム
マ
会
ｑ
ｏ
Ｊ
『
１
ｈ
℃
平
日
ら
■
ｑ
ｑ
Ｉ
－
■
■
Ｐ

０
－
０

一q ■÷－ケタ ケニ王王菅－弄一圭一一一 告一Fﾏｰｰﾏ P吾ヨーーヴゥーー＝一一一卓●一一コ一一・

０
－
０

一一

Ｏ
－
Ｏ

ーウセ ゴ ーゴ ～一

０
－
０

－ へ一一今F→～～F兵十一一一一一一一 一一÷テー＝一一一一一

０
－
０

Ｏ
－
Ｏ

｡" P ■”■ F”毎々 画』 』 』少 ■少丘 ｡ご”か●少”"" P■寺P P丘 PP■

０
－
０

’
今 9

0

0

Ｏ
訂
Ｏ

0 0 0 0 0
△
８
Ｐ
６
１
９
０

0 0



別紙 3

罪名別受理状況）特別基準恩赦受理処理状況（その 曳 ：

庁名福岡高等検察庁
阜毎PPラヴPPタテ今ザヴロロザ●りづ｡●伊●4回｡■争 5 ●■FFの■｡▼グ 』 , rJゴクゴ"グ ◇ず Fﾏ ﾒ｡. ”+ 0●凸 0- ユ 一■ ﾖﾏも4

ﾜﾆ

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

』

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名佐賀地方検察庁
一一一司一ヂグータ 典一タエークーダ一一一タグ一一－一一ー一一一一～一F一一一一一＃一一‐苧÷一－一～÷
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~ ~1111■ーI■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名熊本地方検察庁

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
一一一一一≠一一一一

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名鹿児島地方検察庁］ 一丁症曇
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0件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理

蒟蜘受理｢罰蘇落|合計一

処理
－－ - .. 則 "｡ ･ . .一ヶ令 "･鈩・･P与寺一Pー.。､今″o~合･P学Pご"戸PP→づつ ご一 ′

当期上申｜ その他｜ 合計

未済

件数

’
１
１
＃

P 寺凸

Ｏ
－
Ｏ

一一一ー ～一一學〆 一

Ｏ
》
０

Ｏ
ｌ
Ｏ

－

｜
I －－‐ ､－．－

一一一三子一コ ず 『 つダ f

牙

6

f
f

I

Ｏ
》
Ｏ

一一

Ｏ
－
Ｏ

０
－
０

ｑ
砥
■
西
Ｐ
ロ
シ
Ｕ
Ｉ
８
Ｉ
０
ｆ
。
■
９
１
６
吋
ｑ
ｎ
９
叶
り
帝
６
匹
Ⅱ
Ｆ
ｂ
６
８
■
０
■
Ⅱ
Ⅱ
口
甲

一学《一三

０
－
０

グー－＝ご■ マーュェグタグーごゴタターー F =

ｆ

可

’
一

Ｏ
ｌ
Ｏ

０
０

0 0 0 0 0
◆
■
■
■
．
ｕ
ｌ
可
４

０
６
■
Ｊ
５
ｉ
ｌ

0 0



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名鹿児島地方検察庁
ナザマプタ”"◆ケ り凸 守 らｰ← ～－－一一一千一口一一一一ﾓーニー

一一タェ

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪4
ア
コ 氏名 刑の 大 容 願書受理日

該当なし


